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通勤費非課税限度額の改正対応
平成28年4月1日から、通勤費非課税限度額が以下のように引き上げられました。

通勤内容
非課税限度額（円）
改正前 改正後

交通機関 または 有料道路利用（定期券など） 100,000 150,000
交通用具使用 通勤距離 片道 2㎞以上 10㎞未満 4,200

変更なし

交通用具使用 通勤距離 片道10㎞以上 15㎞未満 7,100

交通用具使用 通勤距離 片道15㎞以上 25㎞未満 12,900

交通用具使用 通勤距離 片道25㎞以上 35㎞未満 18,700

交通用具使用 通勤距離 片道35㎞以上 45㎞未満 24,400

交通用具使用 通勤距離 片道45㎞以上 55㎞未満 28,000

交通用具使用 通勤距離 片道55㎞以上 31,600

H28年4月1日に改正がありましたが、
H28年1月1日からの交通費まで遡って適用します

今回の改正は、登録されている限度額を変更することにより対応可能です。
ただし、すでに支払われた通勤手当について精算が必要な場合は、
本年の年末調整にて行います。
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『給与X』【前準備】-【通勤費非課税限度額の登録】

通勤費非課税限度額の改正対応変更
平成28年4月1日から変更になった通勤費非課税限度額の登録ができていない場合は設定をしてください。

①期間の変更をクリック

②新しい通勤費非課税限度額の適用開始年月日を入力

③追加した使用期間に切り替える

④非課税限度額を150,000円に変更する
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『給与Ｘ』【年末調整】-【年末調整控除項目入力】

※遡って計算しなおしたい期間を入力

※ 通勤費差額ボタンを実行

※差額計算が必要な社員のみピックアップされる

※自動計算⇒

⇐※自動表示

▼すでに支払われた通勤手当について精算が必要な場合

1人ずつダブルクリックして画面を表示させます。登録されると「入力済み」となります。

自動で差額および備
考が反映。

必要に応じて修正も可
能です。
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⇐反映される

⇐反映される

※以上で、「正しい交通費課税額」で年末調整計算が可能です。

源泉徴収簿にも出力します。
「非課税通勤費備考」が空欄の場合は項目自体出力しません。
汎用データの出力はできません。

『給与Ｘ』【年末調整】-【源泉徴収簿】

『給与Ｘ』【年末調整】-【年末調整控除項目入力】-【前職分・調整額タブ】
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